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水防企画室長  

  

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施の 

更なる促進について（依頼） 

 

 平素より国土交通行政にご高配賜りお礼申し上げます。 

避難確保計画の作成や避難訓練の実施は、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避

難確保を図るために重要であり、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（以下、土砂災害防止法）において、市町村の地域防災計画に位置づけ

られた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び訓練を市町村に報告することが

義務付けられています。また、避難確保計画や避難訓練の内容について、避難の実効性を高

めるものとするためには、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、水害や土砂災害の危険

性を認識し、避難確保計画の内容を具体的に記載するとともに、定期的に避難訓練を行い、

その結果を踏まえて避難確保計画の見直しを行うことが必要です。また、国土交通省では、

「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（平成 29 年６月 20 日）において、令

和３年度末までに市町村の地域防災計画に定められた全ての施設において、避難確保計画を

作成することを目標に掲げております。 

一方、これまで、当該要配慮者利用施設の全施設の避難確保計画の作成等に向けてご尽力

いただいておりますが、令和２年度末時点での避難確保計画の作成率は、水防法及び土砂災

害防止法に基づくものは、いずれも約 66％です。今後、避難確保計画の作成をさらに促進す

るために、水防法 15 条の３第３、４項及び土砂災害防止法８条の２第３、４項の規定にあ

る、要配慮者利用施設への必要な指示及び指示に従わない場合のその旨を公表する制度を活

用することも可能です。 

参考までに、別添のとおり施設に対する計画作成の指示書例「避難確保計画作成指示書

（案）」を作成しました。この指示書例を参考に対象施設に対して期限を定めた上で避難確

保計画の作成を指示し、正当な理由※なくこの指示に従わなかった場合は、その旨を市町村
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のホームページ等で公表する制度を市町村において活用できる旨周知願います。なお、指示

や公表を行う際には、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が主体的に避難確保計画を作成

することが当該避難確保計画の実効性を高める上で重要であることに鑑み、当該所有者又は

管理者に対して避難確保計画の必要性について丁寧な説明を行うことが望ましい旨併せて

周知願います。 

 

※ 「正当な理由」とは、災害等の天変地異や事件、事故等、指示を受けた要配慮者利用施

設の所有者又は管理者の責によらない事情によって避難確保計画を作成することができ

ない場合等、避難確保計画の作成義務を一時的に免除することが社会通念上許容される

程度の理由をいうものである。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
○国土交通省水管理・国土保全局 

河川環境課水防企画室 
    課長補佐 三村（内線 35439） 
    津波水防係長 太田（内線 35457） 
    TEL：03-5253-8111（代表） FAX：03-5253-1603 
   砂防部砂防計画課地震・火山砂防室 
    企画専門官 松本（内線 36152） 
    地震対策係長 今野（内線 36154） 
    土砂災害警戒避難対策係長 根岸（内線 36134） 
    TEL：03-5253-8111（代表） FAX：03-5253-1610 
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様式例（各自治体の状況に応じて様式の変更等可能） 
 

避難確保計画作成指示書 
 

令和  年  月  日  
 
 
住所 
氏名又は名称        殿 
 

○○市長 
 

 水防法第 15 条の３及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第８条の２の規定により、避難確保計画の作成、報告について次のとおり指示しま

す。 
 

施 設 の 名 称  

所 在 地  
（電話）   （  ）      

対 象 と な る 災 害  

避難確保計画報告先 

郵送又は窓口持参 
〒 
 

メールによる送付        @ 

報 告 期 限 年   月   日 

問 合 せ 先  
（電話）   （  ）      

備 考  

 
 報告のあった避難確保計画は、受付印を押印の上、副本をメールまたは郵送にて返送い
たします。郵送による返送を希望される場合は、必要料金分の切手を貼った返信用封筒も
ご用意願います。 
 この指示に不服がある場合は、その理由とともに○○市○○課○○係に申出を行うよう
お願いします。また、正当な理由なく期限までに避難確保計画の報告を行わない場合は、
施設名および所在地をホームページ等に公表することとなります。 
 なお、チェックリスト（令和３年６月 21 日付学校における避難確保計画作成の徹底及び
避難の実効性確保について、令和３年６月 25 日付社会福祉施設における避難の実効性確保
に関する取組み等について、令和３年７月６日付医療施設における避難の実効性の確保及
び防災対策の実態把握について）を用いて計画の実効性を確認し、チェックリストの写し
についてもあわせて提出願います。 
 

参8ー3


